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5
特定非営利活動法
人（ＮＰＯ法人）設立
相談等窓口

令和３年４月１日現在 令和７年１２月１日現在

6
彩の国市民活動サ
ポートセンター

―
新設・文言修正

（旧 参考⑤県の支援機関から移動）

7
表記の略し方につ
いて

―
新設

（旧 もくじから移動）

12 Answer3 ○NPO法第2条第1項別表の・・・（・・・。[R7.4.1現在]） ○NPO法第2条第1項別表の・・・（・・・。[R7.12.1現在]）

27

◇設立認証の手続
の流れ
⑪設立登記完了届
出書提出

＊添付書類として履歴事項全部証明書（　正本１部）・財産目録（　１
部）を提出

＊添付書類として財産目録（１部）を提出

28

１　設立の準備から
申請まで
④申請書類提出
＊添付書類

また書類によっては、縦覧用として３部提出していただくものがありま
すので注意してください。

削除

28

１　設立の準備から
申請まで
④申請書類提出
＊添付書類

＊設立認証申請書類に形式的な不備や初歩的な間違いがみられる
場合があります。

＊設立認証申請書類に形式的な不備や軽易な間違いがみられる場
合があります。

29

２　申請書類受理
から認証（不認証）
決定まで
⑥縦覧

提出された申請書類のうち、「定款」「役員名簿（住所又は居所に係る
記載を除く）」「設立趣旨書」「設立の初年度及び翌年度の事業計画
書」「設立の初年度及び翌年度の活動予算書」が縦覧用として備え置
かれ、受理した日から２週間、誰でも担当窓口で縦覧することができま
す。また、一部の書類を除き、埼玉県NPO情報ステーションでもご覧に
なれます。

提出された申請書類のうち、「定款」「役員名簿（住所又は居所に係る
記載を除く）」「設立趣旨書」「設立の初年度及び翌年度の事業計画
書」「設立の初年度及び翌年度の活動予算書」が縦覧用として備え置
かれ、受理した日から２週間、誰でも担当窓口（又は、一部の書類を
除き、埼玉県NPO情報ステーション）でご覧になれます。

29

２　申請書類受理
から認証（不認証）
決定まで
⑦審査

審査は、原則として書面によるものですが、上記『公表・縦覧』には、
広く県民、市民の意見を聞くという意味がありますので、具体的に意見
の申し出があれば、事実の確認を行う場合もあります。

審査は、原則として書面によるものですが、上記『公表』・『縦覧』に
は、広く県民、市民の意見を聞くという意味がありますので、具体的に
意見の申し出があれば、事実の確認を行う場合もあります。

29

３　認証決定通知
から設立登記完了
届まで
⑧　認証・不認証の
決定・通知

埼玉県は、縦覧期間終了後２か月以内に認証又は不認証の決定を行
い、その旨を書面で申請者に通知します。不認証の場合は、その理由
を付します。

埼玉県は、申請書受理後５５日以内に認証又は不認証の決定を行
い、その旨を書面で申請者に通知します。不認証の場合は、その理由
を付します。

29

３　認証決定通知
から設立登記完了
届まで
⑩　履歴事項全部
証明書を取得

法務局で履歴事項全部証明書の交付を受けます。
事務所に備え置くため、法務局で履歴事項全部証明書の交付を受け
ます。

29

３　認証決定通知
から設立登記完了
届まで
⑪　設立登記完了
届出書提出

登記完了後、遅滞なく「設立登記完了届出書」を埼玉県に提出してくだ
さい。この際、*履歴事項全部証明書及び財産目録（各１部）を添付し
ます。
＊履歴事項全部証明書は正本１部。

登記完了後、遅滞なく「設立登記完了届出書」を埼玉県に提出してくだ
さい。この際、財産目録（１部）を添付します。

35
定款記載例
第４条＊

＊法別表が用いている表現のまま記載します。（ただし、２０号の「前
各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例
で定める活動」は、埼玉県では指定していません。〔R7.4.1現在〕）

＊法別表が用いている表現のまま記載します。（ただし、２０号の「前
各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例
で定める活動」は、埼玉県では指定していません。〔R7.12.1現在〕）

特定非営利活動法人ガイドブック　新旧対照表（令和８年４月改訂）

変更箇所
旧（令和７年４月改訂版） 新（令和８年４月改訂版）

1



ページ 項目

変更箇所
旧（令和７年４月改訂版） 新（令和８年４月改訂版）

35～46

定款記載例
第５条～第７条、第
13条～第15条、第
21条～第24条、第
29条～第49条

― （インデントの修正）

41
定款記載例
第29条第２項

２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名
人２人が記名、押印（又は署名）しなければならない。

２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名
人２人が署名又は記名押印しなければならない。

42
定款記載例
第38条第２項

２　議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において
選任された議事録署名人２人が記名、押印（又は署名）しなければな
らない。

２　議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において
選任された議事録署名人２人が署名又は記名押印しなければならな
い。

46
定款記載例
附則７

７　（定款を変更した場合の改正附則）この定款は、令和○年○月○
日から施行する。

７　この定款は、令和○年○月○日から施行する。
＊定款変更認証申請を行い、改正附則を追加する場合は、改正附則
の施行日は空欄とします。

47
記載例１
役員名簿

― （レイアウトの修正）

48
記載例２
就任承諾及び誓約
書の謄本（コピー）

（参考）特定非営利活動促進法条文
（役員の欠格事由）
法第二十条　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動
法人の役員になることができない。
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行
を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

（参考）特定非営利活動促進法条文
（役員の欠格事由）
法第二十条　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動
法人の役員になることができない。
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執
行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

48

記載例２
就任承諾及び誓約
書の謄本（コピー）
！チェック

□　役員の氏名及び住所又は居所は住民票等と合っていますか？
□　役員の氏名（字体含む）及び住所又は居所は住民票等と合ってい
ますか？

50
記載例３
社員のうち10人以
上の者の名簿

東京都○○区○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
群馬県○○市○○町○○番地
千葉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地

東京都○○区○○町○○番地・・・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・・・
群馬県○○市○○町○○番地・・・・・・・
千葉県○○市○○町○○番地・・・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・・・

53

記載例６
設立についての意
思の決定を証する
議事録の謄本（コ
ピー）
！チェック

□議長及び議事録署名人の記名、押印（又は署名） □議長及び議事録署名人の署名又は記名押印

61
Ⅳ設立の登記
１　登記とは

（法人の印鑑証明は法務局から発行されます）。 （登記完了後、法人の印鑑証明書は法務局から発行されます）。

61
Ⅳ設立の登記
１　登記とは

＊登記に関する申請の手続等については、さいたま地方法務局法人
登記部門へ確認してください。
　（１６４ページ、さいたま地方法務局登記管轄等一覧参照）

＊登記に関する申請の手続等については、さいたま地方法務局法人
登記部門へ確認してください。
　（１６７ページ、さいたま地方法務局登記管轄等一覧参照）

62
Ⅳ設立の登記
３　登記に必要な書
類

＊登記完了後、所轄庁への届出に添付するための履歴事項全部証
明書が必要になります。

削除

62
Ⅳ設立の登記
４　設立登記完了
の届出

２　履歴事項全部証明書　正本１部
 ３　設立当初の財産目録

２　  設立当初の財産目録

62
Ⅳ設立の登記
４　設立登記完了
の届出

―

＊「設立登記完了届出書」を提出いただいた、埼玉県・さいたま市認
証ＮＰＯ法人に対して、埼玉県ＮＰＯ情報ステーション（愛称：ＮＰＯコバ
トンびん）のID・パスワードを郵送いたします。
詳細はp.134「参考① 埼玉県NPO情報ステーション」を御覧ください。
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変更箇所
旧（令和７年４月改訂版） 新（令和８年４月改訂版）

62
Ⅳ設立の登記
４　設立登記完了
の届出

③履歴事項全部証明書 ③履歴事項全部証明書（事務所備え置き用）

63
様式第３号
登記完了届（設立・
合併）

●法務局で法人の設立又は合併の登記完了後、所轄庁に提出しま
す。
●設立・合併を証する履歴事項全部証明書（正本１部）及び設立・合
併当初の財産目録（１部）を添付します。

●法務局で法人の設立又は合併の登記完了後、所轄庁に提出しま
す。
●設立・合併当初の財産目録（１部）を添付します。

63
様式第３号
登記完了届（設立・
合併）

―

備考
１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ この届出書には、設立又は合併の登記をしたことを証する登記事
項証明書（法第13条第２項（法第39条第２項において準用する場合を
含む。））及び財産目録（法第13条第２項（法第39条第２項において準
用する場合を含む。））を添付すること。
＊設立（合併）登記完了届に法人名及び法人の主たる事務所の所在
地を記載した場合は、登記事項証明書の提出は不要です。

64

Ⅴ　税務に関する
手続
１　県税事務所・市
町村役場への届出
手続

＊県税事務所の所在地については、１６６ページを参照してください。 ＊県税事務所の所在地については、１６９ページを参照してください。

64

Ⅴ　税務に関する
手続
２　税務署への届
出手続
（２）源泉徴収の手
続

税務署の所在地については、１６５ページを参照してください。 税務署の所在地については、１６８ページを参照してください。

66

Ⅵ　社会保険関連
の手続
１　各保険の概要
（１）労働者災害補
償保険（労災保険）

＊いわゆる「有償ボランティア」や「登録ヘルパー」などは、賃金支払
状況、勤務状況などにより労災保険の扱いが異なる場合があります。
詳細は事業場を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください（１
６８ページ参照）。

＊いわゆる「有償ボランティア」や「登録ヘルパー」などは、賃金支払
状況、勤務状況などにより労災保険の扱いが異なる場合があります。
詳細は事業場を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください（１
７１ページ参照）。

66

Ⅵ　社会保険関連
の手続
１　各保険の概要
（２）雇用保険

＊「被保険者」となるかどうかの判断は、週の労働時間、勤務する期
間、年齢などによります。詳細は法人の所在地を管轄する公共職業
安定所にお問い合わせください（１６７ページ参照）。

＊「被保険者」となるかどうかの判断は、週の労働時間、勤務する期
間、年齢などによります。詳細は法人の所在地を管轄する公共職業
安定所にお問い合わせください（１７０ページ参照）。

66

Ⅵ　社会保険関連
の手続
１　各保険の概要
（３）健康保険

＊短期の「アルバイト」等は、当初の契約期間が延長されたときに被
保険者となる場合があります。詳細は法人所在地を管轄する年金事
務所にお問い合わせください（１６９ページ参照）。

＊短期の「アルバイト」等は、当初の契約期間が延長されたときに被
保険者となる場合があります。詳細は法人所在地を管轄する年金事
務所にお問い合わせください（１７２ページ参照）。

67

Ⅵ　社会保険関連
の手続
１　各保険の概要
（４）厚生年金保険

＊短期の「アルバイト」等は、当初の契約期間が延長されたときに被
保険者となる場合があります。詳細は法人所在地を管轄する年金事
務所にお問い合わせください（１６９ページ参照）。

＊短期の「アルバイト」等は、当初の契約期間が延長されたときに被
保険者となる場合があります。詳細は法人所在地を管轄する年金事
務所にお問い合わせください（１７２ページ参照）。

67

Ⅵ　社会保険関連
の手続
２　保険手続～労
働保険～
（２）雇用保険

＊上記手続に際しては、「労働保険保険関係成立届（控）」も併せて提
示します。また、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用保険被保険者
証、履歴事項全部証明書、事務所の賃貸契約書等の提示を求められ
ることがあります。詳細は事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所にお問い合わせください（１６７ページ参照）。

＊上記手続に際しては、「労働保険保険関係成立届（控）」も併せて提
示します。また、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用保険被保険者
証、履歴事項全部証明書、事務所の賃貸契約書等の提示を求められ
ることがあります。詳細は事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所にお問い合わせください（１７０ページ参照）。

68

Ⅵ　社会保険関連
の手続
２　保険手続～労
働保険～
（４）その他の手続

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（１６８ページ参照）。

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（１７１ページ参照）。

68

Ⅵ　社会保険関連
の手続
３　保険手続～健
康保険、厚生年金
保険～

＊上記手続に際しては、法人（商業）登記簿謄本（90日以内に発行さ
れたもの）と法人番号指定通知書のコピー等を添付するほか、現金出
納帳、賃金台帳および源泉徴収簿、労働者名簿、出勤簿またはタイム
カードの提示を求められる場合があります。詳細は法人所在地を管轄
する年金事務所にお問い合わせください（１６９ページ参照）。

＊上記手続に際しては、法人（商業）登記簿謄本（90日以内に発行さ
れたもの）と法人番号指定通知書のコピー等を添付するほか、現金出
納帳、賃金台帳および源泉徴収簿、労働者名簿、出勤簿またはタイム
カードの提示を求められる場合があります。詳細は法人所在地を管轄
する年金事務所にお問い合わせください（１７２ページ参照）。

70

Ⅰ　書類の作成と
提出
◆毎事業年度終了
後 所轄庁への書類
の提出

ＮＰＯ法人は、毎事業年度初めの３か月以内に、前事業年度の事業
報告書等を作成して、所轄庁に提出しなければなりません。

ＮＰＯ法人は、毎事業年度初めの３か月以内に、前事業年度の事業
報告書等を作成して、所轄庁に提出しなければなりません。
内閣府NPO法人ポータルサイト内「ウェブ報告システム」を通じて、イ
ンターネットにより提出することができます。（１０８ページ参照）

81

記載例13
年間役員名簿（前
事業年度に役員で
あった者の名簿）

東京都○○区○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
埼玉県○○市○○町○○番地
群馬県○○市○○町○○番地

東京都○○区○○町○○番地・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・
埼玉県○○市○○町○○番地・・・・・
群馬県○○市○○町○○番地・・・・・
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83

Ⅱ　変更に伴う書類
作成と手続
１　役員の変更等
（３）留意点

③　法務局に登記してある代表権を有する理事に変更等があった場
合（定款で定められた任期（２年以内）が到来した再任の場合も含む）
は、法務局において理事の変更登記が必要となります（94ページ参
照）。また、法人届出印の印鑑提出者である理事の変更があるとき
は、印鑑届の手続が必要となります。
④　代表者が交代した場合は、その旨を所轄庁に報告してください
（171ページ参照）。

③　法務局に登記してある代表権を有する理事に変更等があった場
合は、法務局において理事の変更登記が必要となります（94ページ参
照）。また、法人届出印の印鑑提出者である理事の変更があるとき
は、印鑑届の手続が必要となります。
④　代表者が交代した場合は、その旨を所轄庁に報告してください
（171ページ参照）。
⑤定款で定められた任期（２年以内）が到来し、再任された場合にも
役員変更等届出書の提出、登記が必要になりますので御留意くださ
い。

87
記載例２
就任承諾及び誓約
書の謄本（コピー）

（参考）特定非営利活動促進法条文
（役員の欠格事由）
法第二十条　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動
法人の役員になることができない。
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行
を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

（参考）特定非営利活動促進法条文
（役員の欠格事由）
法第二十条　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動
法人の役員になることができない。
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執
行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

88

Ⅱ　変更に伴う書類
作成と手続
２　定款の変更
（２）認証を受けな
ければならない事
項の変更＝イ）定款
変更の「認証申請」

＊定款の変更を伴わない事務所所在地を変更する場合は、その旨を
所轄庁へ報告してください（171ページ参照）。

＊定款の変更を伴わない事務所所在地を変更する場合は、その旨を
所轄庁へ報告してください（１３５ページ参照）。

89

Ⅱ　変更に伴う書類
作成と手続
２　定款の変更
（２）認証を受けな
ければならない事
項の変更＝イ）定款
変更の「認証申請」

＊埼玉県知事は、法人が県外へ転出する意思があることを確認して
から、提出された申請書類を群馬県知事へ送付します。
＊さいたま市以外の市町村からさいたま市へ、さいたま市からさいた
ま市以外の市町村へ異動する場合も所轄庁変更の扱いとなります。

＊埼玉県知事は、法人が県外へ転出する意思があることを確認して
から、提出された申請書類を群馬県知事へ送付します。
＊さいたま市以外の市町村からさいたま市へ、さいたま市からさいた
ま市以外の市町村へ異動する場合も所轄庁変更の扱いとなります。
＊県内市町村間（さいたま市を除く）での所在地変更の場合には、次
の（３）届出を提出してください。

89

２　定款の変更
（５）定款変更登記
事項証明書等提出
書の提出

（５）履歴事項全部証明書の提出
定款変更に伴う変更登記をしたときは、遅滞なく所轄庁に履歴事項全
部証明書を提出する義務があります。
１　定款変更登記事項証明書提出書
２　履歴事項全部証明書（正本１部）

（５）定款変更登記事項証明書等提出書の提出
定款変更に伴う変更登記をしたときは、遅滞なく所轄庁に定款変更登
記事項証明書等提出書を提出する義務があります。提出書に法人名
及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場合は、登記事項証明
書の添付は不要です。
１　定款変更登記事項証明書提出書

89
２　定款の変更
（６）定款変更を伴
わない変更の場合

―

（６）定款変更を伴わない変更の場合
　定款変更を伴わない事務所の所在地、又は電話番号、代表者の変
更があった場合は、p.135「法人情報の変更について」を所轄庁へ御提
出ください。

91
記載例１５
総会議事録の謄本
（コピー）

―
＊定款のとおり、議長及び議事録署名人の署名又は記名押印が必要
です。

94

３　変更に伴う登記
等の事務
（２）登記に必要な
書類

変更する登記事項により、必要な書類は異なりますので、さいたま地
方法務局法人登記部門へお問い合わせください。（申請書、変更後の
定款、定款変更認証書等）

変更する登記事項により、必要な書類は異なりますので、さいたま地
方法務局法人登記部門へお問い合わせください。（申請書、総社員の
同意書、変更後の定款、定款変更認証書等）
なお、特定非営利活動法人の変更登記に関しては、登録免許税は課
税されません。

94

３　変更に伴う登記
等の事務
（４）所轄庁への報
告

上記表中の①、②、③、⑤、⑥について定款の変更に係る登記をした
時は、登記に関する書類（履歴事項全部証明書）を、遅滞なく、所轄庁
に提出しなければなりません（ＮＰＯ法第２５条第７項）。

上記表中の①、②、③、⑤、⑥について定款の変更に係る登記をした
時は、定款変更登記事項証明書等提出書を、遅滞なく、所轄庁に提
出しなければなりません（ＮＰＯ法第２５条第７項）。
提出書に法人名及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場合
は、登記事項証明書の添付は不要です。

95
様式第７号
定款変更登記事項
証明書等提出書

●定款の変更に係る登記をしたことを証する履歴事項全部証明書（正
本１部）を添付します。

削除

95
様式第７号
定款変更登記事項
証明書等提出書

―

　備考
 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
 ２ この提出書には、登記事項証明書（法第25条第７項）を添付するこ
と。
＊提出書に法人名及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場
合は、登記事項証明書の添付は不要です。

96

Ⅲ　税務関連の実
務
１　特定非営利活
動法人と税制
ポイント　その他の
考慮する点

―

ヘ）上図の他に、社会福祉事業を経営するために不動産を取得した場
合など、不動産取得税が非課税になる場合があります。詳しくは県
ホームページを御覧ください。（「埼玉県 不動産取得税 非課税」で検
索）

99

Ⅲ　税務関連の実
務
３　消費税に関する
届出

＊上記のケースの他、「簡易課税制度の選択をやめようとするケー
ス」など、個別の届出書の提出が必要となります。詳細は管轄の税務
署にお問い合わせください（166ページ参照）。

＊上記のケースの他、「簡易課税制度の選択をやめようとするケー
ス」など、個別の届出書の提出が必要となります。詳細は管轄の税務
署にお問い合わせください（168ページ参照）。
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100

Ⅲ　税務関連の実
務
４　毎年定期的に行
う税務事務
（４）法定調書の交
付と提出

― （表の位置の修正）

100

Ⅲ　税務関連の実
務
４　毎年定期的に行
う税務事務
（４）法定調書の交
付と提出

＊提出書類については、管轄の税務署又は、市町村役場へお問い合
わせください（165ページ参照）。

＊提出書類については、管轄の税務署又は、市町村役場へお問い合
わせください（168ページ参照）。

100

Ⅲ　税務関連の実
務
４　毎年定期的に行
う税務事務
（５）収益事業を
行っていない場合
の法人住民税均等
割の申告・納税と減
免申請

４月１日～４月30日までに、管轄の県税事務所及び市町村役場で手
続

４月１日～４月30日までに、所管の県税事務所及び市町村役場で手
続

100

Ⅲ　税務関連の実
務
４　毎年定期的に行
う税務事務
（５）収益事業を
行っていない場合
の法人住民税均等
割の申告・納税と減
免申請

【期限・場所】
毎年各条例で定められた期限内に管轄の県税事務所及び市町村役
場で手続

【期限・場所】
毎年各条例で定められた期限内に所管の県税事務所及び市町村役
場で手続

101

Ⅲ　税務関連の実
務
４　毎年定期的に行
う税務事務
（６）収益事業を
行っている場合の
法人税等の確定申
告と納付

３）法人住民税均等割
４）法人住民税法人税割
５）法人事業税
６）特別法人事業税（国税）

毎事業年度終了日から２か月以内に、管轄の県税事務所に提出

３）法人住民税均等割
４）法人住民税法人税割
５）法人事業税
６）特別法人事業税（国税）

毎事業年度終了日から２か月以内に、所管の県税事務所に提出

101

Ⅲ　税務関連の実
務
４　毎年定期的に行
う税務事務
（６）収益事業を
行っている場合の
法人税等の確定申
告と納付

申告の期限を延長する場合
（特別の事情がある場合に限ります。）

最初に適用を受けようとする事業年度終了日までに、管轄の税務署、
管轄の県税事務所に提出

申告の期限を延長する場合
（特別の事情がある場合に限ります。）

最初に適用を受けようとする事業年度終了日までに、管轄の税務署、
所管の県税事務所に提出

102

Ⅲ　税務関連の実
務
５　認定NPO法人
（１）認定ＮＰＯ法人
の優遇措置

下記のいずれか有利な方の適用を受けるか選択することができる。
 ①所得控除：（寄附金額又は総所得金額等の

40％のいずれか低い金額 ）－２千円
 ②税額控除：（寄附金の合計額－２千円）×40％

（所得税額の25％相当額を限度）
　※個人住民税の税額控除と合わせ最大で50％

下記のいずれか有利な方の適用を受けるか選択することができる。
①所得控除：（寄附金の額の合計額又は総所得金額等の
40％のいずれか低い金額 ）－２千円
②税額控除：（寄附金の額の合計額又は総所得金額等の40％のいず
れか低い金額－２千円）×40％
（所得税額の25％相当額を限度）
　※個人住民税の税額控除と合わせ最大で50％

103
Ⅲ　税務関連の実
務
５　認定NPO法人

◎事前相談をお願いします。
事前相談は、認定の要件等についての理解をＮＰＯ法人と所轄庁が
共有するためのものです。
事前相談は予約制です。次の窓口に、事前に電話で相談日時のご予
約をお願いします。
［窓口］ 共助社会づくり課 ０４８－８３０－２８３６

◎事前チェックシートのご提出をお願いします。
認定（特例認定）申請の提出を検討されている方は、まず「事前チェッ
クシート」の作成を お願いします。 要件を満たす場合は、事前チェック
シートを次のアドレスあてにご提出ください。
［事前チェックシート 送付先］ a2835-01@pref.saitama.lg.jp
［窓口］ 共助社会づくり課 ０４８－８３０－２８３６

◎より詳しい要件等については、埼玉県情報ステーション（愛称：NPO
コバトンびん）「認定NPO法人制度の概要」に掲載のリーフレットをご覧
ください。
https://www.saitamaken-
npo.net/html/shinsei_todokede/ninteiseido/npo/index.html

104

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
１　労務管理
（１）労働条件の明
示

②　期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③　就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

②　期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限を含む）
③　就業の場所及び従事すべき業務の内容（就業の場所・業務の変
更の範囲を含む）

104

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
１　労務管理
（１）労働条件の明
示

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（168ページ参照）。

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（171ページ参照）。

105

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
１　労務管理
（２）就業規則

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（168ページ参照）。

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（171ページ参照）。

5



ページ 項目

変更箇所
旧（令和７年４月改訂版） 新（令和８年４月改訂版）

105

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
１　労務管理
（３）労働者名簿

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（168ページ参照）。

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（171ページ参照）。

105

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
１　労務管理
（４）賃金台帳

使用者は、事業場ごとに下記事項を記入した労働者名簿を作成しな
ければなりません。

使用者は、事業場ごとに各労働者（日々雇い入れられる者を除く）に
ついて、下記事項を記入した労働者名簿を作成しなければなりませ
ん。

105

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
１　労務管理
（４）賃金台帳

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（168ページ参照）。

＊詳細は事業場所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせく
ださい（171ページ参照）。

105

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
２　保険関連の定
例事務
（１）労働保険料の
年度更新

詳細は事業場を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください
（168ページ参照）。

詳細は事業場を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください
（171ページ参照）。

105

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
２　保険関連の定
例事務
（２）社会保険料の
定時決定

詳細は法人所在地を管轄する年金事務所にお問い合わせください
（169ページ参照）。

詳細は法人所在地を管轄する年金事務所にお問い合わせください
（172ページ参照）。

106

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
３　保険関連の定
例事務
（１）労働保険料の
給与控除

詳細は事業場を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合
わせください（167ページ参照）。

詳細は事業場を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合
わせください（170ページ参照）。

106

Ⅳ　人事労務管理
のポイント
３　保険関連の定
例事務
（２）社会保険料の
給与控除

詳細は法人所在地を管轄する年金事務所にお問い合わせください
（169ページ参照）。

詳細は法人所在地を管轄する年金事務所にお問い合わせください
（172ページ参照）。

108

Ⅵ　内閣府ウェブ報
告システムによる申
請・届出
（２）内閣府ウェブ報
告システムにて申
請・届出を行う場合
の注意点（埼玉県）

（１）内閣府ウェブ報告システムにおける住民票・登記事項証明書の提
出方法
提出方法①　スキャンしたデータ（住民票や登記事項証明書のPDF
等）を添付
提出方法②　住民基本台帳ネットワークシステムの「利用を希望する」
にチェックし、「就任承諾及び誓約書」を添付して提出
＊住民票については①②のどちらか、登記事項証明書については①
の方法で提出してください。
（２）申請・届出をオンライン申請と紙申請と分けて提出することはでき
ません。
例）ウェブ報告システムで必要事項を入力して電子申請を行い、その
申請に添付が必要な住民票や登記事項証明書を紙で郵送することは
できません。
（３）ウェブ報告システムで電子申請した場合、同内容の申請・届出の
紙提出を行う必要はありません（二重申請となります。）
（４）電子申請は、必ず内閣府ウェブ報告システムにて申請してくださ
い。メール、その他の方法での電子申請書類は受け付けておりませ
ん。

（１）内閣府ウェブ報告システムにおける住民票の提出方法
提出方法①　スキャンしたデータ（住民票のPDF等）を添付
提出方法②　住民基本台帳ネットワークシステムの「利用を希望する」
にチェックし、「就任承諾及び誓約書」を添付して提出
＊①②のどちらかの方法で提出してください。
（２）内閣府ウェブ報告システムによる登記事項証明書の添付につい
て
　　令和８年４月１日から、届出書等に法人名及び主たる事務所の所
在地を記載した場合は、登記事項証明書の添付を省略できます。
（（設立・合併）登記完了届、定款変更登記事項証明書等提出書、解
散届、清算人就任届、清算結了届）
　　この場合、各手続きの画面において登記事項証明書のファイルを
添付せずに便宜的に「別送等」にチェックを入れてください。
（３）申請・届出をオンライン申請と紙申請と分けて提出することはでき
ません。
　　例）ウェブ報告システムで必要事項を入力して電子申請を行い、そ
の申請に添付が必要な住民票を紙で郵送することはできません。
（４）ウェブ報告システムで電子申請した場合、同内容の申請・届出の
紙提出を行う必要はありません（二重申請となります。）
（５）電子申請は、必ず内閣府ウェブ報告システムにて申請してくださ
い。メール、その他の方法での電子申請書類は受け付けておりませ
ん。

108

Ⅵ　内閣府ウェブ報
告システムによる申
請・届出
（３）お問い合わせ
先

（令和6年4月1日時点） （令和７年１２月1日時点）

112

Ⅰ　解散・清算の手
続
１　解散

 （５）解散の届出

◇　解散及び清算人の登記をしたことを証する履歴事項全部証明書
を添付してください（埼玉県規則第１０条）。

削除

113

Ⅰ　解散・清算の手
続
２　清算
２）　債権の取立て
及び債務の弁済

【参考】 官報掲載の申し込み先　埼玉県官報販売所（㈱須原屋）　TEL
０４８－７１１－３１４２

【参考】 官報掲載の申し込み先：　埼玉県官報販売所（㈱須原屋）
TEL　０４８－７１１－３１４２
解散公告掲載文例： 全官報(全国官報販売協同組合)HP
https://www.gov-
book.or.jp/asp/Koukoku/GenkouItemList/?op=1&id=4&pid=1&kt=1
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旧（令和７年４月改訂版） 新（令和８年４月改訂版）

114

Ⅰ　解散・清算の手
続
３　解散・清算に関
わる登記
２）　債権の取立て
及び債務の弁済

「解散」「清算人就任」「清算の結了」に関しては登記が必要になりま
す。登記には、組合等登記令が適用されます。

「解散」「清算人就任」「清算の結了」に関しては登記が必要になりま
す。登記には、組合等登記令が適用されます。特定非営利活動法人
の解散・清算人就任・清算結了の登記に関しては、登録免許税は課
税されません。

114

Ⅰ　解散・清算の手
続
４　清算結了の届
出

◇届出には、清算結了したことを証する履歴事項全部証明書を添付し
ます。

削除

116
様式第10号
解散届出書

●解散及び清算人の登記をしたことを証する履歴事項全部証明書を
添付してください。

削除

116
様式第10号
解散届出書

―

備考
１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ この届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事
項証明書 （条例施行規則第10条第１項）を添付すること。
＊届出書に法人名及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場
合は、登記事項証明書の添付は不要です。

116
様式第10号
解散届出書
！確認

第１号　社員総会の決議
第２号　定款で定めた解散事由の発生
第４号　社員の欠亡
第６号　破産手続開始の決定

第１号　社員総会の決議　　　　　　　　　　　 第４号　社員の欠亡
第２号　定款で定めた解散事由の発生　　　第６号　破産手続開始の
決定

117
様式第11号
清算人就任届出書

●清算人の登記をしたことを証する履歴事項全部証明書を添付してく
ださい。

削除

117
様式第11号
清算人就任届出書

―

備考
１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ この届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項
証明書（条例施行規則第10条第２項）を添付すること。
＊届出書に法人名及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場
合は、登記事項証明書の添付は不要です。

119
様式第13号
清算結了届出書

●清算結了の登記をしたことを証する履歴事項全部証明書を添付し
ます。

削除

119
様式第13号
清算結了届出書

―

備考
１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２  この届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証
明書（条例施行規則第12条）を添付すること。
＊届出書に法人名及び法人の主たる事務所の所在地を記載した場
合は、登記事項証明書の添付は不要です。

124
Ⅱ　合併の手続
６　合併の登記

―
　特定非営利活動法人の合併の登記に関しては、登録免許税は課税
されません。

124

Ⅱ　合併の手続
６　合併の登記
（２）組合等登記令
第２０条及び第２１
条関係

２　合併により消滅する法人の履歴事項全部証明書
３　債権者に対する異議の申し出に関する公告及び催告（法第３５条
第２項関係）並びに異議を申し出た債権者への弁済等（法第３６条第
２項関係）の手続を経たことを証する書面

２　債権者に対する異議の申し出に関する公告及び催告（法第３５条
第２項関係）並びに異議を申し出た債権者への弁済等（法第３６条第
２項関係）の手続を経たことを証する書面

125
Ⅱ　合併の手続
７　合併に関わる登
記の完了届

○　登記完了届出書、履歴事項全部証明書及び合併当初の財産目
録を提出して行います。

○　登記完了届出書及び合併当初の財産目録を提出して行います。

125
Ⅱ　合併の手続
７　合併に関わる登
記の完了届

２　履歴事項全部証明書　正本１部
３　合併当初の財産目録

２　合併当初の財産目録

129
Ⅰ　所轄庁による情
報公開
③閲覧又は謄写

また、一部の書類を除き、埼玉県ＮＰＯ情報ステーション「ＮＰＯコバト
ンびん」でもご覧になれます。
ＵＲＬ→　https://www.saitamaken-npo.net/

また、一部の書類を除き、内閣府NPOホームページでもご覧になれ
ます。
ＵＲＬ→　https://www.npo-homepage.go.jp/
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129
Ⅰ　所轄庁による情
報公開
③閲覧又は謄写

１０　登記事項証明書の写し
法人から提出を受けた最新のもの

１０　登記された事項の写し
法人から届出等を受けた時点での最新のもの

130 Ⅱ　所轄庁の監督

埼玉県では、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により法
人の状況を把握するほか、『埼玉県における「ＮＰＯ法の運用方針」に
ついて』に基づき、法で定める報告及び検査、改善命令及び設立認証
の取消しを行うことがあります。

埼玉県では、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により法
人の状況を把握するほか、ＮＰＯ法に基づき、報告徴収及び検査、改
善命令並びに設立認証の取消しを行うことがあります。

134 Ⅲ　参考 Ⅰ　参考

134

Ⅰ　参考
■参考①　埼玉県
ＮＰＯ情報ステー
ション

◆主な掲載内容
・ 埼玉県・さいたま市認証ＮＰＯ法人の団体情報（活動内容や連絡先
など）
※　情報の掲載には、ＩＤとパスワードが必要です。埼玉県・さいたま
市認証ＮＰＯ法人については、「登記完了届」を提出していただくと、Ｉ
Ｄ・パスワードが郵送されます。

◆主な掲載内容
・ 埼玉県・さいたま市認証ＮＰＯ法人の団体情報（活動内容や連絡先
など）
※　情報の掲載には、ＩＤとパスワードが必要です。「設立登記完了届
出書」を提出いただいた、埼玉県・さいたま市認証ＮＰＯ法人に対して
ID・パスワードを郵送いたします。

135
Ⅰ　参考
■参考②　法人情
報の変更について

□　主たる又はその他の事務所の所在地（定款の変更を伴わないも
の）
変更前
変更後

□　主たる又はその他の事務所の所在地（定款の変更を伴わないも
の）
変更前　〒
変更後　〒

135
Ⅰ　参考
■参考②　法人情
報の変更について

―
＊事務所の所在地の変更と代表者の変更には法務局への登記が必
要となりますが、本県への登記事項証明書の提出は不要です。

138 Ⅰ 関連法規 Ⅱ　関連法規

141
特定非営利活動促
進法
第20条第２項

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受
けることがなくなった日から二年を経過しない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を
受けることがなくなった日から二年を経過しない者

149
特定非営利活動促
進法
第47条第１項ロ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受
けることがなくなった日から五年を経過しない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を
受けることがなくなった日から五年を経過しない者

167 Ⅱ 関連行政機関 Ⅲ　関連行政機関

167～172
関連行政機関
所在地等一覧

令和６年４月１日現在 令和７年１２月１日現在

169
県内県税事務所所
在地等一覧

― （建制順に修正）

170
県内公共職業安定
所（ハローワーク）
所在地等一覧

春日部公共職業安定所
（郵便番号）344-0036
（所在地）春日部市下大増新田61-3
（電話番号）048-736-7611

春日部公共職業安定所
（郵便番号）344-0062
（所在地）春日部市粕壁東1-20-30  春日部労働総合庁舎3階
（電話番号）048-615-9225

171
県内労働基準監督
署所在地等一覧

春日部労働基準監督署
（所在地）春日部市南3-10-13
（電話番号）労働条件：048-735-5226
　　　　　　　 労災保険：048-735-5228

春日部労働基準監督署
（所在地）春日部市粕壁東1-20-30 春日部労働総合庁舎2階
（電話番号）労働条件：048-615-9171
　　　　　　　 労災保険：048-615-9177

176
特定非営利活動法
人ガイドブック埼玉
県版

２０２１（令和３）年６月発行
２０２２（令和４）年３月修正
２０２３（令和５）年３月修正
２０２４（令和６）年６月修正
２０２５（令和７）年４月修正

２０２１（令和３）年６月発行
２０２２（令和４）年３月修正
２０２３（令和５）年３月修正
２０２４（令和６）年６月修正
２０２５（令和７）年４月修正
２０２５（令和８）年４月修正
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